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３ 他都道府県との就学及び転学手続きについて 
 ※ 他都道府県との就学及び転学手続きについては、県教育委員会と他都道府県教育委員会が確認を

しながら進める。 

（１）本県から他都道府県の特別支援学校への就学及び転学 

ア 一家転住の場合の転学 

 （転住先の市町村教育委員会が認定特別支援学校就学者と認定した場合）※Ｑ＆Ａ ８参照 
   

                      

          ① 学校指定変更（転学）願 

           （様式Ｎ）             

                               

                   ③ 学校指定変更（転学）通知      ② 学校指定変更（転学）願 

                              （様式Ｏ）                    （様式Ｎ） 

 

                           

                 

                 

③ 学校指定変更（転学）通知  ② 学校指定変更（転学）願 

（様式Ｏ）            の写し 

                                （様式Ｎ） 

                            

     

 

                                    ④ 就学通知 

 

 

                    

イ 一家転住でない場合の転学 

 

                  ※ 都道府県立以外（国立、市立、私立）の場合は、 

「就学を承諾する権限者」  

 

 

① 区域外就学願   ②  就学承諾書 

（様式Ｐ） 

 

 

③ 区域外就学届 

（様式Ｑ）          ④ 区域外就学届の写 

就学承諾書           就学承諾書の写 

                                                              

 

 

 

 

保護者 市町村教育委員会 

県教育委員会 

他の都道府県の

教育委員会 

県内の該当学校長 

他の都道府県の教育委員

会の当該学校長・保護者 

他の都道府県の 

教育委員会 

教育委員会 

保護者 市町村教育委員会 

県教育委員会 
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（２）他都道府県より本県の特別支援学校への就学及び転学 

ア 一家転住の場合の転学 

（転住先の市町村教育委員会が認定特別支援学校就学者と認定した場合）※Ｑ＆Ａ ８参照 
 

 

 

 

③ 就学通知    ① 転居届 

（様式Ｂ） 

 ② 認定特別支援学校就学者通知（様式Ａ） 

 学齢簿の謄本（奥書証明） 

 

                  

 ③ 就学通知 

                       （様式Ｂ）                       ③ 就学通知 

                       （様式Ｃ）                        （様式Ｄ） 

                                               

                  

                      

 

 

イ 一家転住でない場合の転学 

 

            ① 区域外就学願（様式Ｐ） 

  

 

 

 

 ② 区域外就学承諾書（様式Ｒ） 

 ② 就学通知（様式Ｄ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 転学等の判断時に市町村教育委員会が児童生徒の最新の状況を正確に把握し、就学相談を行

うことが重要となる。 

 

 

保護者 

市町村教育委員会    県教育委員会 

当該学校長 

保護者 県教育委員会 

当該学校長 
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（３）本県から他都道府県の特別支援学校へ区域外就学した児童生徒の 

区域外就学終了 
 

 

             ① 退学届（様式Ｗ） 

  

                                                    

                                  ② 退学通知 

   

 ③ 区域外就学終了通知（様式Ｖ） 

 ＋退学通知の写 

 

市町村立小・中学校及び特別支援学校より 

区域外就学した場合                     ③ 退学通知の写 

 

③ 区域外就学終了通知（様式Ｖ） 

＋退学通知の写 

 

 

県立特別支援学校より 

区域外就学した場合  

 

※ 市町村教育委員会の判断により、退学後、前籍校に戻らずに別の学校に就学する場合、 

当該学校長に就学通知をすることとなる。 

 

 

 

（４）他都道府県より本県の特別支援学校へ区域外就学した児童生徒の 

区域外就学終了 
 

 

   ① 退学届（様式Ｗ） 

 

 

 

② 退学通知（様式Ｘ）の写 

 

 ② 退学 

                                         通知 

                           （様式Ｘ） 

 

 

 

 

 

 

保護者 他都道府県該当学校長 

市町村教育委員会 当該学校長 

保護者 県内の該当学校長 

県教育委員会 

住所の存する 

市町村教育委員会 

県教育委員会 当該学校長 


